
証券コード ７６４８
平 成 28 年 11 月 30 日

株 主 各 位
名古屋市熱田区川並町４番８号

代表取締役 永 津 嘉 人

第67期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第67期定時株主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年12月15日（木曜日）午後５時30分まで

に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年12月16日（金曜日）午前10時30分

2. 場 所 名古屋市熱田区熱田西町１番１号

名古屋国際会議場 会議室431・432

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第67期（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

2. 第67期（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

計算書類報告の件

決 議 事 項

議 案 取締役６名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。また、本招集ご通知をご持参くださいますよう
お願い申しあげます。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（http://www.tokan-g.co.jp）に掲載しておりますので、
本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。



　 「連結計算書類」及び「計算書類」の各注記
　なお、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通
知の添付書類に記載の各書類のほか、上記ウェブサイトに掲載している「連結計算
書類」及び「計算書類」の各注記となります。

◎添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（http://www.tokan-g.co.jp）において修正後の事項を掲載させていた
だきます。



(添付書類)

事 業 報 告

（自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

　1. 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の経済・金融政策により、

景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国経済を始めとする

海外景気の下振れや英国のＥＵ離脱問題などによる影響が懸念されており、依然

として先行き不透明な状況が続いております。また、食品流通業界におきまして

は、個人消費が低迷する中、小売業の一部で出店による売上増加はあるものの、

既存店においては引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当期よりスタートした中期経営計画の方針である『お取

引先様に最も信頼される“革新的なスーパー・リージョナル・ホールセラー”を

目指す』をスローガンに、“成長戦略”として「基幹事業の強化・拡大」「成長市

場での事業拡大」、“体質強化”として「環境変化に強い事業構造の確立」「商品・

物流等、卸機能の更なる強化」「不採算取引の見直しとコスト構造改革」、そして

“成長を支える人材・組織”として「ヒューマン・リソース・マネジメントの強

化」「組織の更なる活性化」を推進してまいりました。

営業面については、新規取引先の開拓、既存得意先への活動を積極的に進めて

まいりました。各販売チャネルに対する活動については、ＣＶＳに対して得意先

の日販向上に向け、従来から活動を進めております売場視点のカテゴリー別チー

ムマーチャンダイジング活動を進めてまいりました。スーパーに対しては、得意

先の売場の活性化及び他店との差別化を図ることを目的に、販促・催事企画の提

案に加え、要冷カテゴリーを中心とした地元銘店商品の提案及びオリジナル商

品・留型商品の開発に取組んでまいりました。外食・加工ベンダーに対しては、

得意先の売上拡大に貢献するため、前期に設置いたしました専門部門を中心にメ

ニュー提案活動について進めてまいりました。また業務用ネットビジネスについ

ては「ウィルモール」に続き、Ｙａｈｏｏ！ショッピングに２号店、ａｍａｚｏ

ｎに３号店を出店いたしました。卸問屋に対しては、新たな販路拡大に向け、オ

リジナル商品の開発・提案に加え、輸出ビジネスへの取組みを進めてまいりまし

た。

物流面では、中京エリアにおける外食・加工ベンダー向けの取扱高の増加に対

応するため、新たなセンターを愛知県一宮市に開設いたしました。また物流費高

騰の問題に対しては、従来から推進しているＴＬＳ－Ｋ（トーカン・ロジスティ

クス・システム－カイゼン）活動を進めることで、費用の抑制に努めております。

管理面では、従来から推進しているコスト削減活動に加え、資産効率の向上及
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び財務体質の強化を図るため、賃貸不動産及び遊休資産の売却を進めてまいりま

した。

また中期方針に掲げる“革新的なスーパー・リージョナル・ホールセラー”を

実現するため、イノベーターの育成に向けた研修を実施いたしました。研修参加

者の選出にあたっては全社員を対象に公募し、約半年間の研修の中で新たなビジ

ネスプランを検討する課題に取組んでまいりました。

このような結果、当連結会計年度の業績は、主力販売チャネルであるＣＶＳ、

スーパー及び外食・加工ベンダーにおいて取引が好調に推移したことにより売上

高は1,699億１百万円（前年同期比5.7％増）となりました。利益面では売上高増

加による売上総利益の増加に加え、共同配送の取扱高増加等による収入増加及び

コスト削減活動による販売費及び一般管理費比率の抑制により営業利益は15億31

百万円（同37.3％増）、経常利益は20億93百万円（同30.8％増）、親会社株主に帰

属する当期純利益は13億46百万円（同49.7％増）となりました。

＜販売チャネル別売上実績＞

業態 平成28年９月期(百万円) 対前年増減率(%)

ＣＶＳ 58,857 6.5

外食・加工ベンダー 46,638 6.5

スーパー 45,152 6.6

卸問屋 16,050 0.9

メーカー・その他 3,202 △8.5

合計 169,901 5.7

　

　2. 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資総額は１億75百万円であります。

これらに要した資金は、自己資金の充当及びリース契約によっております。
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　3. 対処すべき課題

今後の食品流通業界におきましては、国内人口の減少、少子・高齢化等により

市場規模の拡大が見込めない中、生活者の満足を得るため、お取引先様のニーズ

はますます多様化・複雑化しております。こうした中で、お取引先様の要望や期

待に応えていくためには、革新的な発想を持ち、新たな「事」を見つけ、チャレ

ンジし続けることが必要だと考えております。

このような環境の中、当社は『お取引先様に最も信頼される“革新的なスーパ

ー・リージョナル・ホールセラー”を目指す』を中期方針とした中期経営計画を

策定しております。取組みにおきましては、“成長戦略”として「基幹事業の強

化・拡大」「成長市場での事業拡大」、“体質強化”として「環境変化に強い事業構

造の確立」「商品・物流等、卸機能の更なる強化」「不採算取引の見直しとコスト

構造改革」、そして“成長を支える人材・組織”として「ヒューマン・リソース・

マネジメントの強化」「組織の更なる活性化」を推進してまいります。

株主の皆様方におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りま

すようよろしくお願い申しあげます。

　4. 財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

期 別

項 目
第 64 期

(平成25年９月期)
第 65 期

(平成26年９月期)
第 66 期

(平成27年９月期)
第67期(当期)
(平成28年９月期)

売 上 高 (千円) 150,285,976 150,250,756 160,793,508 169,901,253

経 常 利 益 (千円) 1,501,229 1,370,958 1,600,058 2,093,195

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 817,711 923,579 899,270 1,346,380

１株当たり当期純利益 125円19銭 144円48銭 141円66銭 218円37銭

総 資 産 (千円) 48,312,339 48,973,112 55,293,342 57,547,561

純 資 産 (千円) 17,042,490 18,144,560 19,509,617 20,815,367

(注) １.第67期（当期）の状況につきましては、「1. 事業の経過及び成果」に記載のとおりであり
ます。

２.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当
連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としておりま
す。

３.当連結会計年度より、売上高に係る表示方法の変更を行っており、第66期(平成27年９月
期)の数値につきましては、遡及適用した数値で表示しております。
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(2) 当社の財産及び損益の状況の推移

期 別

項 目
第 64 期

(平成25年９月期)
第 65 期

(平成26年９月期)
第 66 期

(平成27年９月期)
第67期(当期)
(平成28年９月期)

売 上 高 (千円) 149,371,438 149,193,559 159,697,764 168,868,916

経 常 利 益 (千円) 1,476,803 1,273,633 1,602,491 2,094,618

当期純利益 (千円) 799,769 906,015 911,606 1,354,521

１株当たり当期純利益 122円44銭 141円73銭 143円60銭 219円69銭

総 資 産 (千円) 47,818,735 48,385,960 54,776,129 57,051,204

純 資 産 (千円) 16,798,176 17,812,768 19,148,921 20,492,144

(注) 当事業年度より、売上高に係る表示方法の変更を行っており、第66期(平成27年９月期)の数値
につきましては、遡及適用した数値で表示しております。

　5. 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金（千円) 当社の議決権比率（％) 主要な事業内容

株式会社トーシンロジテク 20,000 100.0 運送業及び倉庫業

太 平 洋 海 苔 株 式 会 社 20,000 100.0 海苔加工業

王 将 椎 茸 株 式 会 社 35,000 83.3 椎茸加工業

　6. 主要な事業内容

当社グループは、当社及び子会社４社により構成され、食料品の卸売業を主な

事業の内容としております。

当社グループの主な事業内容は次のとおりであります。

会 社 名 主 な 事 業 内 容

株式会社トーカン（当社)
食料品を中心とする各種商品の卸売業を主とし、あわせて、
製造加工、その他日用一般商品の販売を行っております。

株式会社トーシンロジテク 自動車運送業及び倉庫業を行っております。

太平洋海苔株式会社 海苔の加工を行っております。

王 将 椎 茸 株 式 会 社 椎茸の加工及び椎茸・海苔の販売を行っております。
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　7. 主要な営業所及び工場

会 社 名 本 社 所 在 地

株式会社トーカン（当社) 名古屋市熱田区

株式会社トーシンロジテク 愛知県小牧市

太平洋海苔株式会社 三重県松阪市

王 将 椎 茸 株 式 会 社 大分県臼杵市

当社は東海三県を中心に次のとおり事業所を設置しております。

事 業 所 名 称

営 業 管理統括部、商品統括部、物流統括部、卸営業部、
量販営業部、フードサービス営業部、ＣＶＳ営業部、
惣菜営業部、王将生産部

物 流
小牧流通センター、名古屋ドライセンター、大府ドライセンター、
木曽川低温流通センター、瀬戸低温流通センター、
一宮低温流通センター、品川共配センター、春日井共配センター、
小牧ドライセンター、岡崎共配センター、豊川ドライセンター、
愛西ドライセンター、三好ドライセンター、岐阜共配センター、
三重共配センター、津ドライセンター、浜松共配センター、
富士共配センター、松本ドライセンター、滋賀共配センター、
八幡ドライセンター、住之江ドライセンター、松原共配センター

工 場 名古屋工場、弥富工場

　8. 従業員の状況

(1) 企業集団の従業員の状況

会 社 名 従業員数（名) 前期末比増減（名)

株 式 会 社 ト ー カ ン （当 社) 383〔280〕 -14〔 +25〕

株 式 会 社 ト ー シ ン ロ ジ テ ク 22〔120〕 -1〔 -7〕

太 平 洋 海 苔 株 式 会 社 2〔 17〕 ±0〔 ±0〕

王 将 椎 茸 株 式 会 社 15〔 25〕 -3〔 ±0〕

合 計 422〔442〕 -18〔 +18〕

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間平均人員を外数で記載しており
ます。
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(2) 当社の従業員の状況

従業員数（名) 前期末比増減（名) 平均年齢（歳) 平均勤続年数（年)

383 -14 42.4 19.1

(注) 従業員数は就業人員であり、役員・顧問10名、出向者13名、契約社員79名は含まれておりませ
ん。なお、臨時従業員数につきましては280名（年間平均人員）であり上記従業員数には含まれ
ておりません。

　9. 主要な借入先及び借入額

該当事項はありません。

Ⅱ．当社の株式に関する事項（平成28年９月30日現在）

1. 発行可能株式総数 25,800,000株

2. 発行済株式の総数 7,050,000株 (自己株式1,050,800株を含む)

3. 株主数 331名

　4. 大株主（上位11名）

株 主 名 持株数（株) 持株比率（％)

永 津 邦 彦 663,000 11.05

永 津 眞 紀 子 335,000 5.58

ト ー カ ン 友 東 会 322,000 5.36

ト ー カ ン 社 員 持 株 会 320,395 5.34

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 299,000 4.98

豊 田 通 商 株 式 会 社 222,000 3.70

株 式 会 社 壱 番 屋 211,000 3.51

永 津 嘉 人 169,000 2.81

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 160,000 2.66

三 菱 商 事 株 式 会 社 150,000 2.50

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 150,000 2.50

(注) 持株比率は、自己株式（1,050,800株）を控除して計算しております。

　5. その他株式に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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Ⅲ．当社の会社役員に関する事項

　1. 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
執行役員社長

永津嘉人 営業本部長

取 締 役
専務執行役員

神谷 亨
管理統括部長
株式会社テスク 社外取締役

取 締 役
上席執行役員

浜島和則 フードサービス営業部長

取 締 役
相 談 役

永津邦彦

取 締 役
相 談 役

竹内和彦

取 締 役
相 談 役

髙橋克紀
ＴＢカワシマ株式会社 社外取締役
東洋棉花株式会社 社外監査役

常 勤 監 査 役 鬼頭雅人

監 査 役 中野克己
弁護士
ヤマザキマザック株式会社 社外監査役
ヤマザキマザックキャピタル株式会社 社外監査役

監 査 役 上田圭祐
公認会計士
株式会社スズケン 社外取締役

(注) 1. 当期中に退任した取締役は次のとおりであります。
取締役会長 菊子健二［平成27年12月17日 退任］
取締役 門坂功［平成27年12月17日 退任］

2. 取締役相談役 竹内和彦及び髙橋克紀は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。なお、当社は竹内和彦及び髙橋克紀を名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け
出ております。

3. 監査役 中野克己及び上田圭祐は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監
査役であります。なお、当社は上田圭祐を名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出
ております。

4. 監査役 上田圭祐は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

5. 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、各部門の業務執行のスピードアップ
と強化を目的に執行役員制度を導入しております。上記取締役以外の執行役員は、以下の７
名であります。
上席執行役員 ＣＶＳ営業部長 山田伸行、
　 管理統括部副統括部長兼同企画管理部長 鵜飼和広、
　 量販営業部長 林清高、商品統括部長 市岡秀男
執行役員 惣菜営業部長 久野勝、品質環境管理室長 市野文則、
　 物流統括部長兼同物流１部長 森本修一
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6. 当期末日後の取締役の異動
　平成28年10月1日付機構改革等により、次のとおり取締役の地位及び担当を変更いたしまし
た。

氏 名 変更後の地位及び担当 変更前の地位及び担当

神谷 亨
取締役専務執行役員
管理担当

取締役専務執行役員
管理統括部長

浜島 和則
取締役常務執行役員
フードサービス営業部長

取締役上席執行役員
フードサービス営業部長

　2. 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役８名 100,862千円（うち社外２名 10,560千円）

監査役３名 13,937千円（うち社外２名 6,776千円）

報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額16,000千円（取

締役４名に対して15,040千円、監査役３名に対して960千円）が含まれており

ます。

　3. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ

く賠償責任限度額は金100万円と法令が定める最低限度額のいずれか高い額とな

ります。

　4. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の業務執行者、社外役員等の兼職状況及び当社と当該他の法人等

との関係

区分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容 兼職先と当社との関係

取締役 髙橋克紀

ＴＢカワシマ株式会
社

社外取締役
取引その他の関係はありませ
ん。

東洋棉花株式会社 社外監査役
取引その他の関係はありませ
ん。

監査役 中野克己

ヤマザキマザック株
式会社

社外監査役
取引その他の関係はありませ
ん。

ヤマザキマザックキ
ャピタル株式会社

社外監査役
取引その他の関係はありませ
ん。

監査役 上田圭祐 株式会社スズケン 社外取締役
取引その他の関係はありませ
ん。
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(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 竹 内 和 彦
当事業年度開催の取締役会13回中12回出席し、必要
に応じて社外の立場から発言を行っております。

取 締 役 髙 橋 克 紀
当事業年度開催の取締役会13回中12回出席し、必要
に応じて社外の立場から発言を行っております。

監 査 役 中 野 克 己
当事業年度開催の取締役会13回のすべてに出席し、
また、監査役会8回中7回出席し、必要に応じて弁護
士としての専門的見地から発言を行っております。

監 査 役 上 田 圭 祐
当事業年度開催の取締役会13回及び監査役会8回の
すべてに出席し、必要に応じて公認会計士としての
専門的見地から発言を行っております。

Ⅳ．会計監査人に関する事項

　1. 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

　2. 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 29,000千円

当社及び当社の連結子会社が支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額 30,600千円
(注) 1. 当社監査役会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署

及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の
内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討して同意
しました。

2. 当社は、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に

対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、上記の

報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

3. 当社は会計監査人に対して、人事労務に係る相談サービスについての対価を支払ってお

ります。

　3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会

は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、上記に準ずる場合、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の

解任又は不再任を株主総会の目的とすることを取締役会に請求いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針

　1. 業務の適正を確保するための体制等の整備について

当社は、業務の適正を確保するための体制等の整備について、平成18年５月16

日の取締役会において基本方針を定め、平成27年９月28日の取締役会において、

以下のとおり同基本方針を改定いたしております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合するよう次のコンプライ

アンス体制を構築する。

① 取締役、使用人の企業倫理意識の向上、法令遵守のため「トーカングルー

プ行動規範」を定め、研修を実施し、実行する。

・トーカングループ行動規範の周知活動は、遵守すべき法令及び行動範囲

を明確にして、当社及び当社子会社（以下、当社グループ）の取締役及

び使用人に対し、研修やキャンペーンなどを通じ徹底を図っております。

② 取締役、使用人への企業倫理意識等の浸透を図るためこれを推進する組織

「ＣＳＲ委員会」を設置する。

・ＣＳＲ運用規程に基づき、定期的にＣＳＲ委員会を開催し、企業倫理意

識等の浸透に努め、また、当委員会におけるコンプライアンス分科会の

もとで法令分野ごとに定めた主管部門が法令等の制定・改廃に対する対

応を図っております。

③ 法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するため

使用人を対象とした「内部通報制度」を設置する。

・コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）を設置し、当社グル

ープにおける違反行為の未然防止及び早期発見を図っております。

④ 反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。

・反社会的勢力による不当要求などに対しては、組織全体として毅然とし

た態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、そ

の他一切の関係をもたない体制を整えております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、取締役の職務の遂行

に係る文書等は、これに関連する資料とともに社内規程に従い保管する。

・文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、取締役会議事録、

経営会議議事録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保

存・管理し、取締役及び監査役がいつでも閲覧できる状態を維持しており

ます。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備する。

・当社では、リスク管理規程を制定し、個々のリスク（生産リスク、災害リ

スク、情報セキュリティリスク等経営に大きな影響を及ぼすリスク）の責

任部署を定め、継続的にリスクを評価し、その未然防止と損失の最小化に

― 12 ―



努め、リスクを統括的に管理する体制を整備しております。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。

・取締役会を月１回定例開催するほか、社長の諮問機関である経営会議を毎

週１回開催し、適切な意思決定を図るとともに、執行役員会を月１回開催

し、業績の進捗状況の把握と情報の共有化を図っております。また、職務

執行については、取締役会規程、経営会議規程、職務権限規程等の社内規

程において責任と執行手続を定め、必要に応じ規程の見直しを行っており

ます。

(5) 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保する体制を整備す

る。

・当社から子会社の取締役及び監査役を派遣し、また、関係会社管理規程に

基づき子会社を管理・監督するとともに、グループの企業理念や価値観の

浸透、トーカングループ行動規範の徹底を図り、円滑な企業集団運営活動

を実施しております。

(6) 監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する担当者を設置する。この担

当者の人事に係る事項の決定には、監査役会に事前の同意を得る。

・現段階では専任の補助者を設置しておりませんが、監査役からの要請があ

れば対応することとしております。

(7) 取締役及び使用人が行う監査役又は監査役会に対する報告は、法令の規定事

項のほか、当社グループに関する次の事項とする。

① 業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき

は、当該事項に関する事項

② 取締役・使用人等が法令又は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為

を行うおそれがあると考えられるときは、その旨

③ 会社全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定

④ 業績及び業績見込みの重要事項開示内容

⑤ 内部監査部門の責任者は、内部監査の実施状況又は業務遂行の状況及び内

部統制に関する活動状況

⑥ 内部通報制度の責任者は、同制度の運用状況及び通報の内容

⑦ 監査役又は監査役会から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役

及び使用人は、速やかに当該事項につき報告

・取締役及び使用人は、監査役に対し経営会議・その他重要な会議に出席

を求め、また、重要な稟議書類を閲覧できる体制を整備し、必要に応じ

その説明をすることにより、報告体制の充実を図っております。
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(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備す

る。

・監査役は、主要な会議に出席するとともに、重要書類の閲覧により取締役

の職務の執行状況を確認し、代表取締役並びに会計監査人との間で、定期

的な会合を行い、意見交換ができる体制を確保しております。

・当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対

し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、

それを当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。

・当社は、監査役の職務執行により生ずる費用等について、当該監査役の職

務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払いま

す。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制を構築する。

・当社は、「財務報告に係る内部統制運用管理規程」を制定し、財務報告にお

いて不正や誤謬が発生するリスクを管理し、不備があれば是正していく体

制を整備しております。

上記の内部統制システムの運用状況は、以下のとおりであります。

1. コンプライアンス管理規程に基づき、ＣＳＲ委員会コンプライアンス分科

会のもと、年間計画に沿ったトーカングループ行動規範の浸透や法令遵守

状況の確認を実施しました。

2. リスク管理規程に基づき、定期的なリスク評価と対応状況の判定を行い、

対処すべきリスクの低減に努めました。

3. 財務報告に係る内部統制運用管理規程に基づき、全社統制・ＩＴ統制、決

算プロセス及び業務プロセスの運用状況を確認し、健全化に努めました。

　

　2. 取締役会による剰余金の配当等の権限行使に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付け、収益

力の向上と安定した配当を継続してまいりたいと考えております。

また、内部留保につきましては、企業体質の強化と今後の事業発展のための資

金として活用してまいりたいと考えております。

当社は、平成18年12月20日開催の第57期定時株主総会において、剰余金の配当

等を取締役会決議で行う旨の定款変更をご承認いただいております。

第67期につきましては、平成28年10月31日開催の取締役会において１株当たり

25円（普通配当15円、特別配当10円）の配当を行うことを決議し、年間配当は40

円といたしました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成28年９月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 36,993,555 流 動 負 債 34,145,074

現 金 及 び 預 金 7,942,345 支払手形及び買掛金 29,566,363

受取手形及び売掛金 17,559,853 未 払 金 3,327,594

商 品 及 び 製 品 4,005,831 未 払 法 人 税 等 298,970

原材料及び貯蔵品 417,722 賞 与 引 当 金 430,733

繰 延 税 金 資 産 218,390 役員賞与引当金 16,000

未 収 入 金 6,664,836 そ の 他 505,412

そ の 他 184,582 固 定 負 債 2,587,119

貸 倒 引 当 金 △7 繰 延 税 金 負 債 1,231,986

固 定 資 産 20,554,006 役員退職慰労引当金 5,230

有 形 固 定 資 産 9,015,096 退職給付に係る負債 22,088

建物及び構築物 3,779,324 資 産 除 去 債 務 512,525

機械装置及び運搬具 228,249 そ の 他 815,288

工具、器具及び備品 69,637 負 債 合 計 36,732,194

土 地 4,287,505 (純 資 産 の 部)

リ ー ス 資 産 650,070 株 主 資 本 17,825,691

建 設 仮 勘 定 308 資 本 金 1,243,300

無 形 固 定 資 産 252,549 資 本 剰 余 金 1,132,800

投資その他の資産 11,286,360 利 益 剰 余 金 17,227,596

投 資 有 価 証 券 7,545,191 自 己 株 式 △1,778,005

退職給付に係る資産 50,504 その他の包括利益累計額 2,948,473

差 入 保 証 金 2,212,486 その他有価証券評価差額金 2,854,602

そ の 他 1,483,875 退職給付に係る調整累計額 93,871

貸 倒 引 当 金 △5,698 非支配株主持分 41,201

純 資 産 合 計 20,815,367

資 産 合 計 57,547,561 負債純資産合計 57,547,561
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 169,901,253

売 上 原 価 153,727,401

売 上 総 利 益 16,173,852

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,642,835

営 業 利 益 1,531,017

営 業 外 収 益

受 取 利 息 16,043

受 取 配 当 金 120,323

受 取 地 代 家 賃 152,609

不 動 産 賃 貸 料 180,362

そ の 他 229,147 698,486

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,254

不 動 産 賃 貸 費 用 97,594

売 電 費 用 22,944

そ の 他 9,514 136,307

経 常 利 益 2,093,195

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,551

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,886 15,437

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 45

固 定 資 産 除 却 損 56,777

減 損 損 失 118,309 175,132

税金等調整前当期純利益 1,933,500

法人税、住民税及び事業税 571,200

法 人 税 等 調 整 額 23,376 594,576

当 期 純 利 益 1,338,923

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （△）

△7,456

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

1,346,380
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成27年10月１日残高 1,243,300 1,132,800 16,067,912 △1,124,692 17,319,320

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △186,696 △186,696

親会社株主に帰属する当期純利益 1,346,380 1,346,380

自 己 株 式 の 取 得 △653,313 △653,313

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

― ― 1,159,684 △653,313 506,371

平成28年９月30日残高 1,243,300 1,132,800 17,227,596 △1,778,005 17,825,691

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

平成27年10月１日残高 2,025,890 115,748 2,141,639 48,658 19,509,617

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △186,696

親会社株主に帰属する当期純利益 1,346,380

自 己 株 式 の 取 得 △653,313

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

828,711 △21,877 806,834 △7,456 799,377

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

828,711 △21,877 806,834 △7,456 1,305,749

平成28年９月30日残高 2,854,602 93,871 2,948,473 41,201 20,815,367
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貸 借 対 照 表

(平成28年９月30日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 36,868,611 流 動 負 債 34,080,452
現 金 及 び 預 金 7,913,736 支 払 手 形 60,121
受 取 手 形 293,101 買 掛 金 29,527,611
売 掛 金 17,192,938 リ ー ス 債 務 124,601
商 品 及 び 製 品 3,903,803 未 払 金 3,301,689
原材料及び貯蔵品 48,629 未 払 法 人 税 等 293,371
前 払 費 用 119,363 賞 与 引 当 金 414,191
繰 延 税 金 資 産 212,968 役員賞与引当金 16,000
未 収 入 金 6,643,333 そ の 他 342,866
そ の 他 540,743 固 定 負 債 2,478,607
貸 倒 引 当 金 △7 リ ー ス 債 務 512,371

固 定 資 産 20,182,593 繰 延 税 金 負 債 1,160,941
有 形 固 定 資 産 8,050,345 退職給付引当金 98,781
建 物 3,087,985 資 産 除 去 債 務 404,095
構 築 物 84,559 そ の 他 302,417
機 械 及 び 装 置 201,194 負 債 合 計 36,559,060
土 地 3,953,889 (純 資 産 の 部)
リ ー ス 資 産 649,935 株 主 資 本 17,637,542
建 設 仮 勘 定 308 資 本 金 1,243,300
そ の 他 72,471 資 本 剰 余 金 1,132,800

無 形 固 定 資 産 220,634 資 本 準 備 金 1,132,800
投資その他の資産 11,911,614 利 益 剰 余 金 17,039,447
投 資 有 価 証 券 7,526,434 利 益 準 備 金 141,184
関 係 会 社 株 式 76,906 その他利益剰余金 16,898,263
関係会社出資金 100,000 (固定資産圧縮積立金) (149,088)
関係会社長期貸付金 208,000 (別 途 積 立 金) (15,207,000)
差 入 保 証 金 2,660,949 (繰越利益剰余金) (1,542,175)
投 資 不 動 産 1,168,771 自 己 株 式 △1,778,005
そ の 他 253,137 評価･換算差額等 2,854,602
貸 倒 引 当 金 △82,586 その他有価証券評価差額金 2,854,602

純 資 産 合 計 20,492,144
資 産 合 計 57,051,204 負債純資産合計 57,051,204
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損 益 計 算 書

（自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 168,868,916

売 上 原 価 152,902,206

売 上 総 利 益 15,966,710

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,517,844

営 業 利 益 1,448,865

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 149,555

受 取 地 代 家 賃 196,040

不 動 産 賃 貸 料 180,362

そ の 他 256,117 782,074

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,269

不 動 産 賃 貸 費 用 97,594

売 電 費 用 22,944

そ の 他 9,514 136,322

経 常 利 益 2,094,618

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3,551

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,886 15,437

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 45

固 定 資 産 除 却 損 56,758

減 損 損 失 118,309 175,113

税 引 前 当 期 純 利 益 1,934,942

法人税、住民税及び事業税 563,686

法 人 税 等 調 整 額 16,734 580,421

当 期 純 利 益 1,354,521
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株主資本等変動計算書

（自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金
利 益
準備金

その他利益剰余金

固 定 資 産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成27年10月１日残高 1,243,300 1,132,800 141,184 136,988 14,607,000 986,449 △1,124,692 17,123,030

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 12,099 △12,099 ―

別途積立金の積立 600,000 △600,000 ―

剰 余 金 の 配 当 △186,696 △186,696

当 期 純 利 益 1,354,521 1,354,521

自 己 株 式 の 取 得 △653,313 △653,313

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ― 12,099 600,000 555,725 △653,313 514,512

平成28年９月30日残高 1,243,300 1,132,800 141,184 149,088 15,207,000 1,542,175 △1,778,005 17,637,542

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成27年10月１日残高 2,025,890 19,148,921

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立 ―

別途積立金の積立 ―

剰 余 金 の 配 当 △186,696

当 期 純 利 益 1,354,521

自 己 株 式 の 取 得 △653,313

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

828,711 828,711

事業年度中の変動額合計 828,711 1,343,223

平成28年９月30日残高 2,854,602 20,492,144
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年11月18日

株式会社 トーカン

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 谷 津 良 明 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 今 泉 誠 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トーカンの平成
27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類
の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監
査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、株式会社トーカン及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年11月18日

株式会社 トーカン

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 谷 津 良 明 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 今 泉 誠 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トーカン
の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第67期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計
算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠
を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正
又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第67期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について
報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、
取締役、内部監査部門等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査部門等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び内部監査部門等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る
内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　 平成28年11月18日

株式会社 ト ー カ ン 監査役会

常勤監 査 役 鬼 頭 雅 人 ㊞
社外監 査 役 中 野 克 己 ㊞
社外監 査 役 上 田 圭 祐 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　議 案　取締役６名選任の件

　取締役全員６名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

１

なが つ よし ひと

永 津 嘉 人

(昭和50年10月１日生)

平成16年３月

　当社入社

平成20年12月

　当社執行役員 改善推進室長

平成22年12月

　当社取締役執行役員

　営業担当社長補佐兼改善推進室長

平成23年10月

　当社取締役常務執行役員

　営業担当兼改善推進室長

平成25年10月

　当社取締役専務執行役員

　営業本部長

平成26年10月

　当社代表取締役執行役員社長

　営業本部長（現任）

169,000株

［取締役候補者とした理由］

永津嘉人氏は、当社の代表取締役に就任して以来、中長期的な経営戦略を構築するなど、

優れたリーダーシップにより企業価値を向上させており、当社の経営戦略の策定・推進に

適任であると判断し、取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

２

かみ や とおる

神 谷 亨

(昭和32年２月23日生)

昭和54年３月

　当社入社

平成13年12月

　当社取締役

平成16年12月

　当社取締役執行役員

平成17年12月

　当社取締役常務執行役員

平成22年10月

　当社取締役常務執行役員

　管理担当兼情報担当兼管理統括部長

平成26年10月

　当社取締役専務執行役員

　管理統括部長

平成28年10月

　当社取締役専務執行役員

　管理担当（現任）

〔重要な兼職の状況〕

　株式会社テスク 社外取締役

12,000株

［取締役候補者とした理由］

神谷亨氏は、長年にわたり、当社の管理部門の責任者を務めるなど、当社における豊富な

経験と知見を有しており、当社の経営戦略の策定・推進に適任であると判断し、取締役候

補者とするものであります。

３

はま じま かず のり

浜 島 和 則

(昭和35年12月２日生)

昭和58年３月

　当社入社

平成20年12月

　当社執行役員

　フードサービス営業部長兼同販売部長兼

　同物流部長

平成26年10月

　当社上席執行役員

　フードサービス営業部長兼同物流部長

平成27年12月

　当社取締役上席執行役員

　フードサービス営業部長

平成28年10月

　当社取締役常務執行役員

　フードサービス営業部長（現任）

1,000株

［取締役候補者とした理由］

浜島和則氏は、長年にわたり、当社の営業部門の責任者を務めるなど、当社における豊富

な経験と知見を有しており、当社の経営戦略の策定・推進に適任であると判断し、取締役

候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

４

なが つ くに ひこ

永 津 邦　彦

(昭和19年９月５日生)

昭和46年５月

　当社入社

昭和48年11月

　当社常務取締役

昭和49年７月

　当社代表取締役社長

平成16年12月

　当社代表取締役執行役員社長

平成17年12月

　当社代表取締役会長

平成20年12月

　当社取締役会長

平成26年10月

　当社取締役相談役（現任）

663,000株

［取締役候補者とした理由］

永津邦彦氏は、長年にわたり、当社の代表取締役を務めるなど、当社における豊富な経験

と知見を有しており、当社の経営戦略の策定・推進に適任であると判断し、取締役候補者

とするものであります。

５

たけ うち かず ひこ

竹 内 和 彦

(昭和14年３月１日生)

昭和37年４月

　株式会社豊田自動織機製作所入社

　(現株式会社豊田自動織機）

平成17年６月

　同社取締役副社長

平成20年12月

　当社取締役相談役（現任）

－株

［社外取締役候補者とした理由］

竹内和彦氏は、株式会社豊田自動織機の取締役副社長を務めるなど、長年にわたり会社経

営に携わり、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験・知識等に基づいた有益な

助言や監視を期待し、社外取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 及 び 担 当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社
株 式 の 数

６

たか はし かつ のり

髙 橋 克 紀

(昭和19年６月８日生)

昭和43年４月

　豊田通商株式会社入社

平成18年６月

　東洋棉花株式会社社外監査役（現任）

平成19年６月

　豊田通商株式会社取締役副社長

平成21年６月

　同社取締役副会長

　ＴＢカワシマ株式会社社外取締役（現任）

平成26年12月

　当社取締役相談役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

　ＴＢカワシマ株式会社 社外取締役

　東洋棉花株式会社 社外監査役

－株

［社外取締役候補者とした理由］

髙橋克紀氏は、豊田通商株式会社の取締役副会長を務めるなど、長年にわたり会社経営に

携わり、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験・知識等に基づいた有益な助言

や監視を期待し、社外取締役候補者とするものであります。

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 竹内和彦、髙橋克紀の両氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は竹内和彦、髙橋
克紀の両氏を名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ており、竹内和彦、髙橋克紀の
両氏が再選された場合には、両氏を独立役員に指定する予定であります。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役との間で、当社への損害賠償責任の限度額を金100万円以上であらかじ
め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする契約を締結できる旨を定款に
定めており、これに基づき、当社は竹内和彦、髙橋克紀の両氏と当該責任限定契約を締結
しております。竹内和彦、髙橋克紀の両氏が再選され、社外取締役に就任した場合には、
当該責任限定契約を継続する予定であります。

(2) 在任年数について
竹内和彦氏につきましては、当社社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時を

もって８年となります。髙橋克紀氏につきましては、当社社外取締役に就任してからの年
数は本総会終結の時をもって２年となります。

以 上
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伏見名古屋
錦通

栄

上前津
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中央卸売市場

日比野

名古屋
国際会議場

西高蔵

熱田

神宮前

金山
41

19

株主総会会場のご案内図
　

会 場 名古屋市熱田区熱田西町１番１号

名古屋国際会議場 会議室431・432

　

交通機関 ●地下鉄

名港線名古屋港行きで「日比野」または名城線で「西高蔵」下車、

徒歩約５分

●電 車

JRまたは名鉄で「金山」下車、地下鉄に乗り換え「日比野」または

「西高蔵」下車、徒歩約５分

　

※なお、当日は駐車場の用意ができませんので、あしからずご了承ください。
　


